
コロナ禍による地域経済対策を求める意見書  

 

 

日本農業をめぐっては、ＴＰＰ11 や日米貿易協定など大型ＦＴＡが相次い

で発効されるなか、輸入農畜産物の関税撤廃・削減による各協定での国内へ

の影響試算は、北海道はもちろんのこと全国において、農業や地域経済への

影響が懸念されていた。そうしたなか、１月 15 日に新型コロナウイルス感

染者が国内で初めて確認されてから、この間、国内外で人や物の移動制限が

措置される状況下で、感染拡大が今もなお爆発的に広がっている。感染拡大

によって各国での輸出入制限を強める動きから、農畜産物を輸入に依存して

いる、我が国の食料政策に懸念を抱くこととなり、緊急時に自国の食料を安

定的に確保するという食料安全保障の重要性が高まっている。 

また、世界中に感染が広がる新型コロナウイルス感染症においては、感染

リスクが高まる冬の時期を迎え、日本においても感染が全国的な広がりを見

せており、一日当たりの感染者数は日を追うごとに増加し、行動範囲などの

自粛を求める機運が高まっている。しかしながら、国は経済の活性化を図る

取組みと感染防止対策の両立を進めているが、同時に、感染拡大による各種

イベント事業の中止や飲食業の利用者の大幅減などにより、地域経済への打

撃も深刻化している。 

農業においては、インバウンド需要の落ち込みや中食・外食産業の低迷で、

米や牛肉・乳製品、小麦、小豆、砂糖など需要が大幅に減少し、需要喚起と

価格の回復対策が急務となっている。 

コロナ禍の終息が見られない現状において、農業を基幹産業としている北

海道は、深刻な問題となっており、今後も農畜産物への影響が続くと、農業

者の経営困窮や関連企業の縮小・倒産など地域経済に大きなダメージが与え

られる。 

このため、農業者が次年度以降も安心して営農を継続出来るよう、新型コ

ロナウイルス対策の強化を図るとともに、地方自治体への対策関連予算を十

分に確保し、適時対応するよう要望する。 

 

記 

 



１ 新型コロナウイルス感染拡大が続くと、一層のインバウンド需要の落ち

込み、観光事業の低迷や外出自粛などで、経済損失が拡大し地域社会全体

への影響は必至なことから、地方自治体への対策関連予算を十分に確保し、

適時対応を図ること。 

 

２ 新型コロナウイルス感染拡大によって落ち込んでいる農畜産物の需要

を喚起する対策を強化し、今後もコロナ禍での影響試算と対策を拡充する

こと。 

 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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